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○悪質な事犯の取締りを強化する。  

（対策の内容）  

高齢者を対象とした住宅リフォームに係る悪質な特定商取引等事犯の取締りを強  

化する。  

（対策のねらい）   

○平成16年中の特定商取引等事犯（注）の検挙は了5事件であり、そのうち、住宅リフ  

ォームに係る事犯を含む点検商法の検挙は29事件である。   
○家屋の点検を口実に嵩齢者宅を訪問し、不実のことを告げて高額な住宅リフォーム  

の契約を締結させるなどの事犯が社会問題となっていることから、特定商取引に閲す■、  

る法律等に基づき、高齢者を対象とした住宅リフォームに係る悪質な事犯の取締りを  

強化する。  

（注）  

特定商取引に関する法律違反及び特定商取引における詐欺、恐喝等の事犯をいう。   



資料1－2  

○悪質な住宅リフォーム訪問販売事業者に対する特定商取引法の執行  

（行政処分）を強化する。  

（対策の内容）  

（1）経済産業省は、悪質な住宅リフォーム訪問販売事業者の特定商取引法違反   

に対し、行政処分を厳正に実施する。  

（2）特定商取引法の執行権限を有する都道府県に対し、悪質住宅リフォーム訪   

問販売事業者に対する法執行の強化を要請する。  

（3）特定商取引法の解釈通達の改正を通じて、事例に基づく違反行為を明確化   

し、執行強化に資する。  

（1）経済産業省による特定商取引法の執行強化  

○悪質な住宅リフォーム訪問販売は、「床下の無料点検です」などと目的を偽って居  

宅に上がり込み、「床下が腐っている」などと契約の締結を必要とする事情について  

虚偽のことを告げ、不必要な数の床下換気扇を販売するなどの悪質商法であること  

から、平成16年改正特定商取引法（注）に基づき、行政処分を厳正に実施する。  

（注）  

・平成16年改正特定商取引法における、行政規制の強化  

①訪問販売をする陽には、販売目的の坊間であることの明示を養務化  

－「無料点検」という口実による坊間の禁止。  

②不実告知（虚偽説明）や故意の事実不告知に対する規制強化  

－「商品を買わなければならない切迫した必要がある」等と思わせる、契約の締結を必要とする事  

情に隣する血偽鋭明（例：床下が廃っている）が禁止行為に該当する不実告知であることを明  

示。  

一商品の価格、性能等の重要事項を消費者に故意に告げない行為（例：床下換気扇の適正台数が  

3台なのに、それを告げずに10台設置する）を．不実告知と同様、罰則をもって禁止。  

（2）都道府県による特定商取引法の執行強化  

○各都道府県に対し、違法な訪問販売を行う住宅リフォーム葉音に対する法執行（行  

政処分）を強化するよう要請する。  

○なお、各都道府県■経済産業省の執行状況については、随時情報を公開していく。  

（3）特定商取引法の執行強化のための環境整備 

○通達を改正し、特に悪質な住宅リフォーム訪問販売と関わりが強い条項についての  
解釈を精査・精緻化することで、住宅リフォーム訪問販売に係る法違反行為を具体化  

し、法律執行の強化に資する。  
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○被害にあった消費者の救済を強化する。  

（対策の内容）  

（1）平成16年改正特定商取引法で導入した民事ルール活用事例に関する「事例   

検討会」を消費者団体等と協力・連携して開催し、特定商取引法の民事ルール   

の活用による被害の救済を強化する。  

（対策のねらい）  

（1）特定商取引法の民事ルールの活用による被害者救済の強化  

0具体的事例の検討から運反行為を明確■化し、その知識を普及・啓発するため、本年  

7月から来年1月にかけて、各地で点検商法等の相談事例に基づく「事例検討会」を  

消費者団体等と協力・連携して開催する（注1）。  

○同検討会において、平成16年11月に「民事ルール」（契約の取消し等の被害者救  

済のためのルール）が特定商取引法の改正により大幅強化された（注2）点の普及・  

啓発を行う他、活用事例集を作成して、全国の清養生活センター等消費者相談の現  

場に配布し、民事ルールの着用による被害の救済を強化する。  

（注1）  

・開催スケジュール  

第1回 7月16日（土）仙台（仙台弁護士会館）  

菓2回 9月17日（土） 大阪（大阪マーチャンダイズマート）  

第3回11月19日（土） 福岡（福岡市健康づくりセンターあいれふ）  

集4回 1月下旬  

（注2）  

・平成16年改正特定商取引法における、被害に卑った消費者を救済する民事ルールの強化  

①クーリング・オフ妨害に対する措置  

一販売業暑が嘘を青いまたは鹿追して、消費者によるクーリング・オフ（契約から8日間は無条件解  

約できる制度）を妨害した場合は、当故事業者がその妨害を解消するまで、消費者がクーリング・  

オフできる。  

②不実告知や嶺鳶の事実不告知による契約の取消し  

－不実告知や故意の事実不告知により、誤認して契約した場合には、消費者がその契約を取り消  

すことができる。  
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○高齢者が消費者トラブルに陥らないように呼びかける。  

（対策の内容）  

（1）内閣府は、経済産業省等と協力しつつ、介護ヘルパーや民生委員等を対象   

に、これらの人々が参加しやすい身近な場に、消費生活相談員などの専門   

家を派遣し、悪質商法の手口などについて啓発を行う（「消費者間題出前講   

座」）。8月より全国各地で300回程度開催。  

（2）経済産業省は、パンフレットビデオの作成・普及により消費者に対する啓発   

を行うほか、消費者に対する啓発看でもある消費者相談員等による消費者   

啓発活動を支援し、消費者に対する啓発活動の普及を加速する。  

（3）経済産業省は、行政処分を受けた事業者について、経済産業省のホームペ   

ージで一覧できるようにすることで、啓発と注意喚起に役立てる。  

（対策のねらい）  

（1）「消費者間題出前講座」の開催  

○判断力の衰えた一人暮らしの高齢者や老夫婦が、悪質業者に一方的に勧められる  

ままに契約し、後日、遠方の家族が確認しようとしても、契約時の状況を覚えていな  

いといった状況が数多くみられる。   

○介護ヘルパーや民生季長は高齢者と接する機会が多く（注り、高齢者宅の様子の  

変化に気づき消費生活センターに相談することなどにより、被害の未然防止・拡大防  

止が図られた事例がみられる（注2）。   

○介護ヘルパーや民生要具等を対象に、「消費者間題出前講座」において、悪質商法  

の手口（点検商法、次々販売、無料商法等）などを啓発し、高齢者が消費者トラブル  

に陥らないように、日常的な活動の中での協力を呼びかける。  

（注1）  

・介護ヘルパー  

ー民生委員  

（注2）  

・ヘルパーが気づき無条件での解約となった相談事例   

半月後に成年後見が開始する女性（了0歳代）宅に健康器具（11万円）と9日前の日付の   

領収書がある。本人は何も覚えていない。散歩コースから販売業看を突き止め交渉。  

・民生委員が気づき無条件での解約となった相談事例  
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2ケ月半前、匪知症の一人暮らしの女性（70寧代）が、浄水善（20万円）を取り付けられた。  

生活保雄を受けており、支払えない。  

（出典：国民生活センターr知的障害者、掃神仕事着、痴呆性高齢者  

の消発音被育と権利擁護lこ関する調査研究」、2DO3年3月）  

（2）消費者等への普及・啓発の強化   

0特に、在宅者・高齢者が点検商法等のトラブルに巻き込まれる事例が増えているこ  

とを踏まえ、パンフレットやビデオ等の啓発資料を作成・普及することで、消費者の啓  

発活動を推進する。   

0消費者に対する啓発の役割を担う消費者相談員、地域の消費者リーダー、民生委  

員などの消費者啓発活動を支援するため、啓発ノウハウを収集整理した上でモデル  

的な出前講座を行いノウハウ集を作成する。また、啓発ノウハウを紹介するシンポジ  

ウムの開催により、それらの中間啓発者の啓発活動を支援する。  

（3）行政処分を受けた事業者の一括公表   

0消費者、自治体、消費生活センター等が違法行為を行った草葉音名を一覧できるよ  

う、特定商取引法の行政処分を受けた全国の事業者を7月1日から経済産業省のホ  

ームページで一括公表しているところ、最新情報に更新していくことで、啓発と注意喚  

起に役立てる。  
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○関係業界・業界団体に対し、事件の再発防止のための自主的対応を   

促す。  

（対策の内容）  

（1）（社）日本訪問販売協会に対して、会見企業が遵守する「自主行動基準」の見   

直しを要請。  

（2）信販会社等に対し、住宅リフォーム関連加盟店にういて総点検を行い、不正   

な販売行為等を行う事業者については、取引停止等適切な措置を講じるよう   

要請。  

（3）クレジット関係団体に対して、個品割賦購入あっせん（クレジット）分野におけ   

る健全な商取引を確保するための対応策を検討するよう要請。  

（対策のねらい）  

（1）「自主行動基準」の見直し  

O r訪問販売企業の自主行動基準」は、訪問販売事業が健全に発展するために、事  

業者としての行動基準について会員の総意として適正な事業活動の推進を目指して  

定めたもので主に法令の定めのない事項に関して自主的に定めたもの。   

0点検商法と関わりが強い条項について、悪質な住宅リフォーム訪問販売事件等を  

踏まえて、具体的な事項を追加するなどの見直しを行うことを要請。  

（2）住宅リフォーム関連加盟店の総点検の実施   

○悪質な住宅リフォーム関連事案者によるリフォーム契約に際し、クレジットが利用さ  

れる事案が多数見られる。   

0信販会社等に対し、住宅リフォーム関連加盟店について、販売・勧誘方法、苦情・相  

談内容、消発生活センター等による仲介・あっせん内容、解約件数や解約理由、抗弁  

の申立件数や抗弁事由、クレジット契約に係る契約者の年齢構成などを確認するこ  

とにより、稔点検を行い、不正な販売行為等を行う事業者につい七は取引停止等適  

切な措置を講じることを要請。  

（3）クレジット業界における個人割賦購入あっせん（クレジット）分野における健全な   

商取引を確保するための対応策の検討   

0悪質な住宅リフォーム関連事業者によるリフォーム契約に際し、クレジットが利用さ  

れる事案が多数見られる。   

0（社）全周信販協会、（社）日本クレジット産業協会に対し、最近の高齢者を狙った悪  

質な住宅リフォーム訪問販売等による消費者被害事案等を踏まえ、加盟店管理の実  

効性確保等、個晶割賦購入あっせん（クレジット）分野における健全な商取引を確保  

するための対応策を検討することを要請。  
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資料1－3  

記者発表資料  平成1丁年7月8日  

国土交通省住宅局住宅生産課一総合政策局建設案課  

悪質リフォームに対する国土交通省の対策について   

国民の豊かな住生活を実現するためには、住宅ストックの有効活用が重要であるため、  

悪質リフォームが社会問題化する中、消費者が安心して適切なリフォームを実施できるよ  

う、関係部局が連携して環境整備を総合的に進める。   

また、 

な課題。  

1  相談体制の強化・充実【直ちに実施】   

消費者に対して、業者の選考方法・リフォーム工事前の書面による契約甲重要性などに  

関して情報提供・アド′くイスを行う拠1五重  
以軋（金））。   

・各相改悪口の担当者向けの研修を早急に実施し、相談体制を強化・充実（7月22  

日（金））。   

・現在、全国レベルで情報提供■相談等を実施している（財）住宅リフォーム・紛争  

処理支援センターと連携して実施。   

・従来より悪質リフォームによって発生したトラブルに関する相談を実施している全  

国各地の消費生活センターや（独）国民生活センター等との連携を図りつつ対応。  

鳩祀庖対筆の頗討1  
【委員会構成］  

学鼓経験者、弁護士、消費者団体、関係団体等によって構成  

［主な検討事項（案）］  

・消費者へのきめ細かな情報提供体制  

・公共団体等における相談体制の一層の充実  

■ 耐震改修等のリフォームに係る性能評価と専門家活用方策  

■ 建設業法に基づく指導・監督等のあり方  

・他省庁・関係団体との連携・協力  

［今後のスケジュール］  

阜1回章員皐」脚  
8月中を目途にとりまとめ  

＜参 考＞  

「住宅リフォームに関する消費者トラブルに係る関係省庁等担当課長会議」が7月5日  

（火）に開催され、現状の取組について情報交換。   

（参加省庁：警察庁、経済産業省、国土交通省、厚生労働省、法務省、内閣府）  

＜問い合わせ先＞  国土交通省住宅局住宅生産課 担当：河田・大島  

TEL O3－5253－8111（内線39－413）、03－5253－8511（夜間直通）  

国土交通省総合政策局建設業課 担当：平田・井手  

TEL O3－5253－8111（内線24－753）、03－5253－8277（夜間直通）  
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各都道府県等におけるリフォーム相談窓口の設置について   

様々な業種・業者が参入するリフォーム市場においては、消費者に対して、業者  

の選定方法、リフォーム工事前の書面による契約の重要性、見積書の見方などに関  

する情報提供・アド／くイスを行うことが必要である。   

これまで、（財）住宅リフォーム・紛争処理支援センターがインターネットを活用  

した情報提供（リフォネット http：／／www．refonet．jp／）や冊子の配布等による情  

報提供を行ってきたところであるが、今般、消費者の身近なところでアドバイスで  

皇昂体蠣ム担談  

志ロを新たに設置した。  

※ 訪問販売によるエ辛契約、強引な契約等によって発生したトラブルに関する相談については、全  

国各地の消費生活センターや（独）国民生活センター等との連携を図りつつ対応。  
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「悪質リフォーム対策検討委鼻会」の設置について  

1 目 的   

国民の豊かな住生活を実現するためには、住宅ストックの有効活用が重要であり、  

消費者が安心して適切なリフォームを実施できるよう環境整備を図る必要がある。   

最近、高齢者世帯などにおいて、訪問販売などによる住宅リフォームエ事契約に  

伴い消費者被害が生じ、社会問題となっていることから、これを視野に入れつつ、  

国土交通省としての総合的な対策を検討する。  

2 委員名簿（予定）   

委員長 巽  和夫   

委 員 岩島 秀樹  

大津 庄最  

長見 蔦星野  

笹井 俊克  

島野  康  
鈴木 由城  

田中  洋  

西山  功  
八野 行正  

平田 日良支  

松村 秀一  

峰政 克義  

三村 保始  

（調整中）  

住宅リフォーム推進協議会会長・京都大学名誉教授  

弁護士  

全国建設労働組合総連合工務店対策部長  

（財）日本消費者協会参与  

（財）住宅リフォーム・紛争処理支援センター専務理事  

（独）国民生活センター相談調査部長  

（社）全国中小建築工事集団体連合会副会長  

（社）全国宅地建物取引業協会連合会理事  

国土交通省国土技術政策総合研究所住宅研究部長  

住宅金融公庫住宅環境部長  

（社）日本建築士事務所協会連合会副会長  

東京大学大学院工学系研究科助教授  

（社）日本建築士会連合会理事  

福岡県建築部市部長  

（社）建設産業専門団体連 

（敬称略・委員は五十音順）  

（委員については現在調整中であり、追加・変更の可能性がある）  

事務局 国土交通省住宅局住宅生産課  

（稔合政策局政策課・建設業課・不動産業課と連携して運営）  

3 主な検討事項（案）  

・消費者へのきめ細かな情報提供体制  

・公共団体等における相談体制の一層の充実  

■ 耐震改修等のリフォームエ事に係る性能評価と専門家活用方策  

t 建設業法に基づく指導・監督等のあり方  

・他省庁・関係国体との連携・協力  

4 スケジュール   

7月20日（水）（13：30～15：30）に第1回章鼻会を開催し、8月中を目途にと   

りまとめ  
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医二重l  

リフォームに関する情報提供等に係る現在の取組   

現在、国土交通省所管の公益法人（財）住宅リフォーム・紛争処理支援センターにおい  

て、以下めとおり消費者への情報提供等を実施。  

サービス「リフォネット   1 企タ＝ネットlこよ冬頃  

（1）事業者登録と情報提供  

・「住宅リフオ「ム事業者倫理憲章」を遵守することを約束した幸美者を登録（平成   

17年7月6日現在 3，690事業者が登録）し、消費者による検索が可能な情報とし  

て提供。   

一登録事業者の名簿を全国の地方公共団体、消費生活センターの窓口での紹介・閲覧  

用に提供。  

（2）見積ガイダンスシステム   

・消費者が／くソコン上でリフォームの各種条件を入力することにより概算費用を表示  

する「リフォーム見積ガイダンスシステム」を実施。  

2 相談窓口   

住宅の建設、購入、リフォーム等に関する無料電話相談窓口を設置し、中立■公平な立  

場からアドバイスを実施。  

阜 リフォームエ車用標準契約書式の提供   

小規模工事において契約書を取り交わさないことによるトラブル防止のため、「住宅リフ  

ォーム推進協議会」が作成したリフォームエ事用の棲準的な契約関係書式（エ事請負金額  

500万円以下を想定）をリフォネット等を通じて提供。  

※「住宅リフォーム推進協謙会」…‥全都道府県・政令市及び住宅関係団体等が住宅リフォ  

ーム等の円滑かつ的確な実現を図り、もって国民の住生活の安定向上に寄与することを目的  

として設立された協議会（平成12年11月設立）  

瑚る情報提供  

リフォームの手順、業者の選定方法、見積もり、書面契約の推奨、相談事例の紹介等を  

掲載した小冊子を作成・提供  
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別添
各都道府県・政令指定都市におけるリフォーム相談窓口（その１） 　　　　　　　　　　　　　　　　平成１７年７月８日現在

都道府県
政令市名

窓口名称・団体名 相談受付連絡先 所在地

北海道 （財）北海道建築指導センター ０１１－２２２－６０７０ 〒０６０－０００４　札幌市中央区北４条西５丁目 三井生命札幌共同ビル３階

青森県青森県土整備事務所(ほか整備事務所６ヶ所あり） ０１７－７２８－０２２６ 〒０３０－０９４３　青森市大字幸畑字唐崎７６－４

青森市都市整備部建築指導課 ０１７－７６１－４５１８ 〒０３８－００１２　青森市柳川２丁目１－１

弘前市建設部建築指導課
０１７２－３５－１１１１

（内）４１８
〒０３６－８５５１　弘前市大字上白銀町１－１

八戸市企画部広報統計課
「住宅増改築相談」市民相談室

０１７８－４３－２１１１
（内）１４９

〒０３１－８６８６　八戸市内丸１丁目１－１

岩手県県土整備部建築住宅課（ほか地方振興局１３ヶ所あり） ０１９－６２９－５９３２ 〒０２０－８５７０　盛岡市内丸１０－１

けんみん住宅プラザ ０１９－６５２－７７４４ 〒０２０－００２３　盛岡市内丸１１－２　岩手県公会堂内

けんみん住宅プラザ・みずさわ ０１９７－２２－３８３５
〒０２３－０８０１　水沢市横町２－１　ショッピングシティメイプル４階
（現在工事中につき仮事務所：〒０２３－０８１８　岩手県水沢市東町４）

（財）岩手県建築住宅センター ０１９－６２３－４４１４ 〒０２０－０８８７　盛岡市上ノ橋町１－５０岩繊ビル２階

宮城県 （財）宮城県建築住宅センター住宅相談窓口 ０２２－２６５－３６０５ 〒９８０－００１１　仙台市青葉区上杉１－１－２０

秋田県 （財）秋田県建築住宅センター ０１８－８３６－７８５０ 〒０１０－０００１　秋田市中通２丁目３番８号　アトリオンビル５階

山形県 山形県すまい情報センター ０２３－６４７－０７８０
〒９９０－８５８０　山形市城南町１－１６－１
霞城セントラル・Aエレベーター２２階

福島県土木部建築領域建築指導グループ ０２４－５２１－７５２８ 〒９６０－８６７０　福島市杉妻町２番１６号

（財）ふくしま建築住宅センター　住宅相談窓口 ０２４－５２５－４９７４ 〒９６０－８１１１　福島市五老内町２－１０　アスカビル２階

茨城県 いばらき住まいの相談会　（財）茨城県建築住宅センター ０２９－２４０－００３９ 〒３１０－０８３６　水戸市元吉田町１３２０－６

栃木県 栃木県土木部住宅課（住宅相談所） ０２８－６２３－２４８４ 〒３２０－８５０１　宇都宮市塙田１－１－２０

ぐんま住まいの相談センター ０２７－２１０－６６３４ 〒３７１－００２５　前橋市紅雲町１丁目７番１２号　住宅供給公社ビル１階

（社）群馬県建築士事務所協会（住宅アドバイザー） ０２７－２５５－１３３３ 〒３７１－０８０５　前橋市元総社町２－２３－７

埼玉県 埼玉県住宅供給公社　入居・相談プラザ ０４８－６５８－３０１７ 〒３３０－０８５３　さいたま市大宮区錦町６３０

千葉県 住まい情報プラザ（千葉県住宅供給公社総合案内所内） ０４３－２２３－３２６６ 〒２６０－００１４　千葉市中央区本千葉町１３番１号

（社）東京都建築士事務所協会　建築なんでも相談室 ０３－５３３９－８２８８ 〒１６０－００２３　新宿区西新宿３－６－４　東照ビル５階

東京都住宅バリアフリー推進協議会
住まいのバリアフリー相談室

０３－３８１１－６４１３
〒１１３－００３３　文京区本郷３－２５－４　津久井２１ビル４階
開催場所：新宿区西新宿１－１－３ 小田急百貨店新宿店本館８階やすらぎ広場

（社）東京建築士会　建築相談室 ０３－３５３６－７７１１ 〒１０４－６２０４　中央区晴海１－８－１２　オフィスタワーZ　４階

神奈川県 神奈川県県土整備部住宅課 ０４５－２１０－６５５７ 〒２３１－８５８８　横浜市中区日本大通１

新潟県 （財）新潟県建築住宅センター ０２５－２８３－０８５１ 〒９５０－０９６５　新潟市新光町１５－２　公社総合ビル７階

富山県 （財）富山県建築住宅センター ０７６－４３９－０２４８ 〒９３０－００９６　富山市舟橋北町４－１９　富山県森林水産会館２階

石川県土木部建築住宅課 ０７６－２２５－１７７７ 〒９２０－８５８０　金沢市鞍月１－１

（社）石川県建築士事務所協会 ０７６－２４４－５１５２ 〒９２１－８０３５　金沢市泉が丘２－１４－７　金沢宏正ビル

（社）石川県建築士会 ０７６－２４４－２２４１ 〒９２１－８０３６　金沢市弥生２－１－２３　建設総合センター

石川県消費生活支援センター ０７６－２６７－６１１０ 〒９２０－８２０４　金沢市戸水２－３０

（財）石川県建築住宅総合センター ０７６－２６２－６５４３ 〒９２０－０９６８　金沢市幸町１２－１石川県幸町庁舎内

福井県 （財）福井県建築住宅センター ０７７６－２３－０４５７ 〒９１０－０８５４　福井市御幸３丁目１０番１５号

山梨県土木部建築指導課 ０５５－２２３－１７３４ 〒４００－８５０１　甲府市丸ノ内１－６－１

（社）山梨県建築士会 ０５５－２３３－５４１４ 〒４００－００３１　甲府市丸の内１－１４－１９

（社）長野県建築士事務所協会 ０２６－２３５－３３５９ 〒３８０－０８７２　長野市妻科４２６－１長野県建築士会館内

長野県住宅部建築管理課　宅地住宅相談所 ０２６－２３５－７３４１ 〒３８０－８５７０　長野市大字南長野字幅下６９２－２

岐阜県基盤整備部住宅課
０５８－２７２－１１１１

（内）３７９２
〒５００－８５７０　岐阜市藪田南２－１－１

（社）岐阜県建築士事務所協会 ０５８－２７７－９２１１ 〒５００－８３５８　岐阜市六条南２－１３－２

（社）岐阜県建築士会 ０５８－２６６－５７８６ 〒５００－８７０８　岐阜市司町１　岐阜総合庁舎３階

静岡県都市住宅部住まいづくり室（ほか土木事務所９ヶ所あり） ０５４－２２１－３０８１ 〒４２０－８６０１　静岡市葵区追手町９－６

静岡県土木部建設業室 ０５４－２２１－３０５７ 〒４２０－８６０１　静岡市葵区追手町９－６

東部県民生活センター ０５５－９５２－２２９９ 〒４１０－０８０１　沼津市大手町１－１－３　商連会館ビル２階

中部県民生活センター ０５４－２０２－６００６ 〒４２２－８０６７　静岡市駿河区南町１４－１　水の森ビル３階

西部県民生活センター ０５３－４５２－２２９９ 〒４３０ー０９３３　浜松市鍛冶町１００－１ザザシティ浜松中央館５階

（財）愛知県建築住宅センター ０５２－２６４－４０３２ 〒４６０－０００８　名古屋市中区栄４丁目３－２６　昭和ビル２階

（財）愛知県建築住宅センター豊橋事務所 ０５３２－５１－５００１ 〒４４０－０８８８　豊橋市駅前大通２丁目３３－１　開発ビル４階

愛知県中央県民生活プラザ ０５２－９６２－５１００ 〒４６０－８５０１　名古屋市中区三の丸３－１－２

NPO法人　いきいき住宅リフォーム支援機構・愛知 ０５２－６８３－７７８５ 〒４５６－０００２　名古屋市熱田区金山町１丁目５番２号

（社）愛知県建築士事務所協会 ０５２－２６３－０６６６ 〒４６０－０００８　名古屋市中区栄４丁目３－２６　昭和ビル２階

（社）日本建築家協会東海支部愛知地域会 ０５２－２６３－４６３６ 〒４６０－０００８　名古屋市中区栄４丁目３－２６　昭和ビル５階

三重県 三重県県土整備部住宅室住まい支援グループ ０５９－２２４－２７２０ 〒５１４－８５７０　津市広明町１３番

滋賀県 湖国すまい・まちづくり推進協議会 ０７７－５６９－６５０１
〒５２５－００３４　草津市草津３丁目１３番２５号
（財）滋賀県建築住宅センター内

京都府 京都府住宅供給公社　住宅相談所 ０７５－４３２－２０１１ 〒６０２－８０５４　京都市上京区出水通油小路東入　京都府庁西別館内

大阪府 大阪府住宅相談室 ０６－６９４２－３８５４ 〒５４０－８５７０　大阪市中央区大手前２丁目１番２２号

兵庫県 ひょうご住まいサポートセンター ０７８－３６０－２５３６
〒６５０－００４４　神戸市中央区東川崎町１－１－３
神戸クリスタルタワー６Ｆ

東京都

長野県

青森県

石川県

群馬県

岩手県

福島県

岐阜県

静岡県

愛知県

山梨県
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別添
奈良県 なら・すまいアップセンター（（社）奈良県建築士会内） ０７４２－３０－３１１１ 〒６３０－８０１２　奈良市二条大路南１－２－１１　第２松岡ビル６階

各都道府県・政令指定都市におけるリフォーム相談窓口（その２） 　　　　　　　　　　　　　　　　平成１７年７月８日現在

都道府県
政令市名

窓口名称・団体名 相談受付連絡先 所在地

和歌山県
和歌山県県土整備部都市住宅局都市政策課
（ほか振興局７ヶ所あり）

０７３－４４１－３２３１ 〒６４０－８５８５　和歌山市小松原通り１－１

鳥取県 鳥取県生活環境部住宅政策課 ０８５７－２６－７４０８ 〒６８０－８５７０　鳥取市東町１丁目２７１

島根県土木部建築住宅課（ほか土木建築事務所７ヶ所あり） ０８５２－２２－５２２２ 〒６９０－８５０１　松江市殿町１番地

（財）島根県建築住宅センター ０８５２－２６－４５７７ 〒６９０－０８８３　松江市北田町３５－３

岡山県土木部都市局住宅課 ０８６－２２６－７５２７ 〒７００－８５７０　岡山市内山下２丁目４番６号

（社）岡山県建築士事務所協会 ０８６－２３１－３４７９ 〒７００－０８２４　岡山市内山下１－３－１９

広島県土木建築部都市局建築総室住宅企画室 ０８２－５１３－４１６６ 〒７３０－８５１１　広島市中区基町１０－５２

（社）広島県建築士事務所協会 ０８２－２２１－０６００ 〒７３０－００１３　広島市中区八丁堀１－１７　大本ビル４階

（社）広島県建築士会福山支部 ０８４－９２３－４８２０ 〒７２０－００３４　福山市若松町８－２２ （株）福山土木建築会館内

（社）日本建築家協会中国支部 ０８２－２２２－８８１０ 〒７３０－００１３　広島市中区八丁堀５－２３　オガワビル２階

福山市建設局建築部住宅課 ０８４－９２８－１１０４ 〒７２０－８５０１　福山市東桜町３－５

呉市都市政策部建築指導課 ０８２３－２５－３５１１ 〒７３７－８５０１　呉市中央４丁目１－６

山口県住宅課（ほか土木建築事務所９ヶ所あり） ０８３－９３３－３８８３ 〒７５３－８５０１　山口市滝町１－１

きらめき住まいづくりセンター ０８３－９３２－６８００ 〒７５３－００６４　山口市神田町３－１５

（財）山口県建築住宅センター ０８３－９２１－８７２２ 〒７５３－００７２　山口市大手町３－２４

（社）山口県建築士会 ０８３－９２２－５１１４ 〒７５３－００７２　山口市大手町３－８

（社）山口県建築設計事務所協会 ０８３－９２５－６７０１ 〒７５３－００７２　山口市大手町３－８

徳島県 徳島県県土整備部住宅課 ０８８－６２１－２５９８ 〒７７０－８５７０　徳島市万代町１丁目１番地

香川県 香川県住宅課 ０８７－８３２－３５８４ 〒７６０－８５７０　高松市番町４丁目１－１０

愛媛県
愛媛県土木部道路都市局建築住宅課
（ほか地方局等８ヶ所あり）

０８９－９４１－２７７９ 〒７９０－８５７０　松山市一番町４丁目４－２

高知県 住宅耐震相談センター ０８８－８２５－１２４０
〒７８０－０８７０　高知市本町４－２－１５
高知県建設会館５階（社）高知県建築士事務所協会内

福岡県 （財）福岡県建築住宅センター ０９２－７２５－０８７６ 〒８１０－０００１　福岡市中央区天神１－１－１　アクロス福岡東棟　３階

（社）佐賀県建築士会 ０９５２－２６－２１９８ 〒８４０－０８０４　佐賀市神野東２－６－１バリアフリーモデル住宅内

佐賀県安全住まいづくりサポートセンター ０９５２－２６－２１９８ 〒８４０－００４１　佐賀市城内２－２－３７

長崎県 長崎県住宅課 ０９５－８２２－５１７８ 〒８５０－８５７０　長崎市江戸町２－１３

熊本県 （財）熊本県建築住宅センター ０９６－３８５－０７７１ 〒８６２－０９５４　熊本市神水１丁目３－１

大分県 大分県土木建築部建築住宅課
０９７－５３６－1１１１

（内）４６７７
〒８７０－８５０１　大分市大手町３丁目１番１号

宮崎県 （財）宮崎県建築住宅センター ０９８５－５０－５５７３ 〒８８０－０９１３　宮崎市恒久１－７－１４

（財）鹿児島県住宅・建築総合センター　住宅相談プラザ ０９９－２２４－４５３９ 〒８９２－０８３８　鹿児島市新屋敷町１６番２２８号

（社）鹿児島県建築士事務所協会 ０９９－２２３－６３６３ 〒８９２－０８１６　鹿児島市山下町１２番４号

鹿児島県住宅課 ０９９－２８６－３７３８ 〒８９０－８５７７　鹿児島市鴨池新町１０番１号

沖縄県土木建築部住宅課 ０９８－８６６－２４１８ 〒９００－８５７０　那覇市泉崎１丁目２番２号

沖縄県高齢者総合相談センター
（財）沖縄県いきいきふれあい財団

０９８－８８７－０１１０
〒９０３－８６０３　那覇市首里石嶺町４－３７３－１
沖縄県総合福祉センター３階

沖縄県介護実習・普及センター
沖縄県社会福祉協議会

０９８－８８２－１４８４
０９８－８８２－１４８５

〒９０３－８６０３　那覇市首里石嶺町４－３７３－１
沖縄県総合福祉センター１階

札幌市 札幌市都市局市街地整備部住宅課民間住宅相談係 ０１１－２１１－２８３２ 〒０６０－８６１１　札幌市中央区北１条西２丁目

仙台市 仙台市都市整備局住環境整備課 ０２２－２１４－８３３０ 〒９８０－８６７１　仙台市青葉区国分町３－７－１

さいたま市 さいたま市市民局市民部消費者総合センター ０４８－６４３－２２３９
〒３３０－０８５３　さいたま市大宮区錦町６８２－２
大宮情報文化センター（JACK大宮）１７階

千葉市
千葉市住宅関連情報提供コーナー
（すまいアップコーナー）

０４３－２４５－５６９０
〒２６０－８７２２　千葉市中央区千葉港２－１
千葉中央コミュニティセンター１階

川崎市 （財）川崎市まちづくり公社ハウジングサロン ０４４－２１１－７８５１ 〒２１０－０００６　川崎市川崎区砂子１－２－４　川崎砂子ビル１階

ハウスクエア横浜「住まいの相談カウンター」
ＮＰＯ横浜市住住宅リフォーム促進協議会

０４５－９１２－７４８２
〒２２４－０００１　横浜市都筑区中川１－４－１
ハウスクエア横浜３階

区役所特別相談「安心・安全住宅相談」
（各区役所広報相談係相談室）

静岡市 静岡市都市局建築部建築指導課 ０５４－２２１－１２３８ 〒４２０－８６０２　静岡市葵区追手町５番１号

名古屋市住宅企画課「住まいの相談コーナー」 ０５２－２４２－４５５５ 〒４６０－０００８　名古屋市中区栄３丁目５番１２号先（栄森の地下街）

名古屋市建築指導課「名古屋市耐震相談窓口」 ０５２－９７２－２９２１ 〒４６０－０００８　名古屋市中区栄３丁目５番１２号先（栄森の地下街）

京都市 すまいよろず相談（京都市すまい体験館） ０７５－６９３－５１３１ 〒６０１－８０４１　京都市南区東九条南烏丸町３５番地６

大阪市 大阪市立住まい情報センター住情報プラザ ０６－６２４２－１１７７ 〒５３０ー００４１　大阪市北区天神橋６丁目４－２０

神戸市 神戸市すまいの安心支援センター ０７８－２２２－０００５ 〒６５１－００９６　神戸市中央区雲井通５－３－１　サンパル４階

広島市 広島市都市計画局建築部住宅計画課 ０８２－５０４－２２９２ 〒７３０－８５８６　広島市中区国泰寺町１丁目６番３４号

名古屋市

沖縄県

山口県

鹿児島県

岡山県

佐賀県

広島県

１８行政区すべての区役所広報相談係相談室にて実施。
相談制度についての問い合わせは
  ＮＰＯ横浜市住住宅リフォーム促進協議会
    〒２２４－０００１　横浜市都筑区中川１－４－１　 ハウスクエア横浜３階
　　tel ０４５－９１２－７４８２　fax ０４５－９１２－４７１１
  横浜市まちづくり調整局　住宅計画課
    〒２３１－００１７　横浜市中区港町１丁目１番地
　　tel ０４５－６７１－２９４３　fax ０４５－６４１－２７５６

横浜市

島根県
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別添
北九州市 （財）福岡県建築住宅センター北九州事務所 ０９３－５８２－４１７３ 〒８０３－０８１４　北九州市小倉北区大手町１番１号 小倉北区役所５階

福岡市 福岡市建築局住宅相談コーナー ０９２－７１１－４８０８ 〒８１０－８６２０　福岡市中央区天神１丁目８－１
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資料1－4  

○認知症高齢者等を支援するための仕組みにおける対応を図る。  

（対策の内容）   

認知症高齢者等の判断能力が不十分な方々に対して、福祉サービスの利用援助等を   

行う「地域福祉権利擁護事業」における相敵支援を通じて把握された消費者トラブル   

について、弁護士や消費者団体等による支援につなげるなどの対応を図る。  

（対策のねらい）   

○ 地域福祉権利擁護事業は、認知症高齢者、知的障害者、精神障害者等の判  

断能力が不十分な暑が地域において自立した生活が送れるよう、利用者との  

契約に基づき、福祉サービスの利用援助や日常的金銭管理などを行うもので  

あり、都道府県・指定都市社会福祉協議会が実施している。  

○ 本手菓において、認知症高齢者等に対する相談や支援を行う中で、悪質な訪   

問販売等の消費者トラブルが生じているケース及び消費者トラブルが生じて   

いると疑われるケースが把握された場合には、弁護士や消費者団体等による   

支援につなげるなど、ヰの円滑な解決に向けた対応を図る。  
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○判断能力の低下した認知症高齢者等の消費者トラブルヘの対応と未  

・然防止  

（対策の内容）  

（1）判断能力の低下した認知症高齢者等の消費者トラブルを未然に防止し、   

又は、トラブルが生じた場合に契約取消などの適切な対応ができるよう、成   

年後見制度の活用を促進する。   

①介護保険麿の改正により、各市町村に設置されることとなった地域包括支援  

センターを中心に、成年後見制度に関する情報の提供、家族による申立の支  

援等を行う。   

②市町村長による成年後見申立手続きを促進する。  

（2）地域包括支援センター等と消費生活センターとが連携し、消費者トラブル   

の事例や対応策に関する情報交換を行い、地域の駒係者に周知する。  

（対策のねらい）  

（1）成年後見制度の利用促進   

①地域包括支援センターにおける権利擁護事業の実施  

各市町村の地域包括支援センターに配置される社会福祉士が中心となって、  

1．高齢者などからの権利擁護に関わる相談等に対応すること  

2．成年後見制度の利用が必要と思われる方について、その家族等に成年後見  

制度の必要性や手続き等を説明し、申立につなげること  

3．成年後見制度が必要であるにもかかわらず、身寄りがないような方について、  

市町村長の申立につなげること  

などを行う。（平成18年4月施行）  

②市町村長による成年後見申立手続きの見直し   

○老人福祉法第32条等に基づく市町村長による成年後見申立の手続きに開し、4  

親等以内の親族の有無を確認した上で申立を行う、という手続きを示しているが、  

その確認作業が極めて国難であるために、市町村長の申立が十分に活用されて  

いない状況にある。  

※ 市町村申立件数 平成14年度 258件（全体のl．7％）  

平成15年度 437件（全体の2．6％）  
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○市町村長による申立を促進する観点から、その内容を見直すこととしている。  

【見直し案】  

・市町村長による申立に先立って「4親等以内の親族」の有無を確認するとしてい  

たところを、r2親等以内の親族」の有無を確認することを原則とする。  

・ただし、「3親等又は4親等の親族であって、申立をしようとする者」の存在が明  

らかである場合には、市町村長による申立は基本的に行わない。  

（2）地域包括支援センター等と消壬生活センターの連携  

地域包括支援センター等と消費生活センターの聞で、消費者トラブルの事例等につい   

て情報交換を行う機会を定期的に設けるなど、両者が連携して、消費者トラブルの事例   

や対応策の情報交換を行い、地域の関係者に対して周知する仕組みを設ける。  
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資料1－5  

○認知症の高齢者等を保護・支援するための制度の利用を促進する。  

（対策の内容）  

法務省は、故知症の高齢者など判断能力の不十分な方々を保護し、支援するた  

めの制度である成年後見制度について、パンフレットの配布や、ホームページに  

掲載したQ＆Aの充実に努めることにより、制度の一層の周知を図る。  

（対策のねらい）   

成年後見制度パンフレットの配布等   

○成年後見制度パンフレットについては、関係団体から広く意見を聴取し、その中身を  

大幅に見直して、分かりやすく使いやすいものに改めるとともに、改訂後のパンフレッ  

トをこれまでよりも多くの福祉団体等に配布したところである。  

また、ホームページに掲載したQ＆Åについても、パンフレットの畢訂に併せて中身  

を見直すとともに、制度の利用手続を説明した裁判所のホームページにリンクを貼っ  
たところである。   

○関係国体の意見等を踏まえ、成年後見制度の利用促癒の観点から、パンフレット  

の配布や、Q＆Aの充実に努めることにより、制度の一層の周知を図る。  
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資料1－6  

0悪質な訪販リフォームエ事の被害に遭わなしヽよう情報提供等を行う。  

（対策の内容）  

国民生活センターは、「訪問販売によるリフォームエ事に係る消費者トラブルの現  

状」について妃者説明会を開催し、マスコミ公表を行う。（7月20日予定）  

（対策のねらい）  

（1）「訪問販売によるリフォームエ事に係る消費者トラブルの現状」について記者  

説明会を開催  

○国民生活センターは2002年8月、「訪問販売によるリフォームエ事に係る消費者ト  

ラブルの現状と被害防止のための方策」をまとめ公表したが、PIO－NET（全国消費  

生活情報ネットワーク・システム）には、依然として同種のトラブルが多く寄せられて  

おり、高齢者がトラブルに速いやすいこと、契約金盛も高簸であること、等の特徴に  

変わりはない。また、判断不十分者契約や次々販売の割合も増加している。（注1）  

（注2） 

0相故の内容も2002年の公表時とほぼ同様であり、書面の不交付や強引な販売方  

法といった取引に関する相談が目立つ。さらに、価格が不適正なのではないかとい  

った相談、エ書の品質や機能に不満を感じるといった内容の相談も少なくない。  

○改めて訪貯ノフォームエ事に係る消費者トラブル防止のための方策を検討し、マス  

コミ等を通じて広く消モ者に注意に呼びかける。  

（注1）  

・判断不十分寺契約：PIO－NETでは、身体・精神・知能の陣書や高齢ゆえの障害等、何らかの理由  

によって十分な判断ができない者の契約であることが問題である場合に「J＼ンケンフシ●ユウ7●ンシヤケイヤク」  

というキーワードを付与している。訪販リフォームに関する相談のうち、判断不十分看契約に関する  

相談件数は、1995年虎以降1．8丁4件寄せられており、その割合は01年虎2．8％、02年度3．2％、  

03年丘4．3％、04年虔4．3％と増加している。  

（注2）  

・次々販売：PIO－NEmは、一人の消土着に次から次へと契約させるような売り方ゼ販売方法に間  

痛がある場合にー舛●ッキ●Jlンハーィ」というキーワードを付与している。妨販リフォームに関する相談のう  

ち、次々販売に関する相談件牡は、1995年虔以降2．7朋件寄せられており、その割合は01年度4，  

0％、02年虔6．0％、03年丘6．8％、04年虔9．1％と急激に増加している。  
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○消費生活センターからの相談（経由相談）について、積極的な支援を  

行う。  

（対策の内容）  

消費生活センターからの相談について、国民生活センターの高度専門相談を担当  

する専門家（一級建築士）が苦情の処理のあっせんのために助言等の積極的な支  

援を行う。  

（対策のねらい）  

○国民生活センターでは一級建築士等の専門家が相談の処理にあたる「高度専門相  

談」を行っているが、経由相談で受けた相談に対しても、苦情の処理のあっせんの  

ために肋音等の積極的な支援を行う。（注）  

（注）  

経由相談とは、全国各地の消費生活センター等が何らかの形で消費者からの相杭を受けた後、各地セ  

ンター等の求めに応じ、国民生活センターがその相談処理に関わるものをいい、各地センター等に対  

する助言、共同処理等がある。  

経由相談で受けた住宅リフォームにかかわる相談解決として、助言で解決が難しい場合、国民生活セ  

ンターで高度専¶相談を行っている一級建築士等による現地椚査等を行う。  
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○広報・啓発  

（対策の内容）  

（1）国民生活センターホームページ上に「悪質な訪販リフォーム工事にご用心」   

コーナーを特設する。  

（2）国民生活センター提供テレビ番組で「悪質な訪販リフォームの実態（仮）」を   

放映する。  

（3）国民生活センターの発行する月刊誌「たしかな目」で、r緊急リポート：恐る   

べき悪質訪販リフォーム（仮）」を掲載する。  

（4）リフォーム工事など高齢者向に多い悪筆商法について、イラストを用いてわ   

かりやすい内容でリーフレットを作成する。  

（5）単行本「くらしの豆知識06年版」で、悪質なリフォームエ事契約について取   

り上げる。  

（6）国民生活センターが発行する消費者間題の専門誌である月刊誌「国民生   

活」で悪質なリフォームエ事契約について取り上げる。  

（対策のねらい）  

（1）2005年7月8日「悪質な訪販リフォームにエ事ご用心」コーナーの特設   

○ホームページに特改するコーナーで、PIO－NETの相談件数推移、主な相談事例  

とアド′くイス、相鉄窓口案内等の情報をまとめて、わかりやすく掲載する。  

O「訪販リフォームトラブル」に関連するリンク集を作成し、総合的見地からの情報収  

集を可能にする。   

（内容）  

・各地消費生活センターの相談事例、行政指導、被害救済委員会のあっせん実績  

・住宅紛争処理支援センター「住まいをリフォームしたいときの相談事例」  

・経済産菓省「特定商取引法違反に基づく処分件数の推移及び事業者一覧の公表  

についてJ  

・住宅情報提供協議会「すまいの情報尭借局 住宅をリフォームする」  

（2）7月27日（水曜日）国民生活センター提供テレビ番組「ご存じですか 消発着ミニ情   

報」●で、悪質な訪販リフォームの実態について取り上げテレビ媒体を遺して情報の提供   

をおこなう。  

＊ 日本テレビ系列全国31局ネットで毎週水曜日11時25分～11時30分放映  

（3）国民生活センターの発行する月刊誌「たしかな目」9月号（8月8日発売）で、緊急に悪   

質訪販リフォームを取り上げる。  
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（4）リフォームエ事など高齢者向に多い悪質商法について、イラストを用いてわかりやすい   

内容でリーフレットを作成し、全国の消壬生活センター等に配布するとともに、自治体や   

消兼青田体等の名義で同リーフレットを発行することにも対応する。（7月20日発行予   

定）  

（5）くらしに役立つ価報をわかりやすくコンパクトにまとめた単行本「くらしの豆知識06年   

版」で、r被害が広がる次々販売j「不安をあおって近づく手口」など、悪羊なリフォームエ   

事契約について取り上げる。（9月5日発行予定）  

（6）国民車活センターが発行する消費者間馬の専門誌である月刊誌「国民生活」10月号   

（9月25日発売）で、悪覚なリフォームトラブルを取り上げる。  
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○ 被害にあった消費者の救済を強化する。  
○ 高齢者が消費者トラブルに陥らないように呼びかける。  
○ 認知症の高齢者等を保護・支援するための制度（成年後見制度）  

の利用を促進する。  

（対策の内容）   

内閣府、警察庁」法務省、厚生労働省、軽済産業省、国土交通省、国民生活セ  

ンターは、協力して、住宅リフォームに関する消費者トラブルに陥らないためのア  

ド′くイス、トラブルにあった場合の相談先、成年後見制度についての問い合わせ  

先等を内容とするリーフレットを作成し、介護ヘルパー、民生委員、老人クラブ等  

を通じて、高齢者やその周りの方々等に配布する。  

（対策のねらい）  

（1）リーフレットの作成・配布   

○介護ヘルパー（注1）や民生委員（注2）は恵齢者と捷する機会が多く、その日常的な  

活動の中で、消費者間題に関する情報を高齢者やその周りの方々などに提供してい  

ただくことが期待される。   

○ 高齢者の日常的な活動の場である老人クラブ（注3）は、消費者間邁に関する情報  

を高齢者に伝えていく上で重要な存在である。   

○ 住宅リフォームに関する消費者トラブルに陥らないためのアドバイス、トラブルにあ  

った場合の相談先、成年後見制度についての問い合わせ先などを内容とするリーフ  

レットを作成し、介護ヘルパー、民生委員、老人クラブなどを通じて、高齢者やその周  

りの方々などに配布する。  

（注1）介護ヘルパー  

資格には「介護福祉士」と「ホームヘルパー」があり、共に高齢者・障害者の家事竣功・介掛こ活躍して  

いる。国家資格である介穫福祉士の有賀轄者は約368，716人（平成15年12月31日現在／出典：平成   

16年版障害者白書）。  

（注2）民生委員  

民生委員とは、社会奉仕の精神をもって、常に住民の立動こ立って相軌こ応じ、必要な援助を行い、  

また、福祉事務所等関係行政機関の業務に協力するなどして、社会福祉を増進するものであり、都道府  

県知事の推薦によって厚生労働大臣が委嘱する。平成16年12月1日現在で区域担当の民生委員の定  

数は208，801人である。  

（注3）老人クラブ  

昭和25年頃策生した自主楓昭和38年に制定された老人橿祉法や平成6年の新ゴールドプラン  

（高齢者保健括祉推進10か年戦略の見直し）等に高齢者の社会参加・生きがい対策の推進組織として  
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位置づけられている。健康や趣味、学習など生活を豊かにする見地からの活動や、ボランティア、環♯  

美化、世代交流などの社会活動を行っている．  

【全国老人クラブ連合会のメンバー〕   

・都道府県・政令都市老人クラブ連合会  59団体   

・市区町村老人クラブ連合会  3，337団体   

・単位老人クラブ  131，384クラブ（8，557，270人）  

（出典：財団法人 全国老人クラブ連合会ホームページ）  
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0 高齢者が消費者トラブルに陥らないように呼びかける。  

（対策の内容）  

（1）内閣府は、老人クラブや高齢者学級等に消費生活相談員などの専門家を   

派遣し、悪質商法の手口や対処方法などについて啓発を行う（「消暮春問題   

出前講座」）。全国各地で700回程度開催。  

（2）内閣府は、介捷ヘルパーや民生委員等を対象に、これらの人々が参加し   

やすい身近な場lこ、消費生活相談員などの専門家を派並し、悪井商法の手   

口や対処方法などについて啓発を行い、高齢者が消費者トラブルに陥らな   

いように協力を呼びかける（「消費者間題出前韻座」）。全酉各地で300回程   

度開催。  

（3）内閣府は、財団法人消費者教育支援センターの協力を得て、同センター   

が先行した高齢者向け替え歌集「悪東商法に負けないためのうたのほん」を  

（対策のねらい）  

（1）高齢者を対象とした「消土着問題出前講座」の開催   

○ 高齢者は、加齢lこより心身機能が低下していること、新しい情報や知織が不足しが  

ちであること、さらに老後の生活のために相当程度の資産を有している場合が多いこ  

となどから、悪朱書業者のターゲットになりやすい状況にある。   

○ 被書の未然防止には消♯者問題に関する知織の書及が王事であり、高齢者の日  

常的な活動の場を活用して展開することが効果的である。   

0「消弁舌間超出前講座」において、消費者間題の専門まが、老人クラブや高齢者学  

級（注）など高齢者にとって身近な】引こ赴き、悪賞商法の手口（点検商法、次々販売  

等）や対処の方法（トラブルの予防策、解決方法）などを啓尭する。   

0 8月より全国各地で700回程度開催。  

（注）高齢者学級  

市区町村で行われている「生涯学習」の一環で、高齢者を対射こしたものが「高齢者学級」「老人大  

学」などと呼ばれている。知識教養の習得や住みよい街づくり、経験・知織の地域還元などをテーマとして  

行われている。  

（2）介護ヘルパー、民生委員等を対象とした「消土着問題出前講座」の開催   

○ 判断力の兼えた一人暮らしの高齢者や老夫婦が、悪井事業者に一方的に勧めら  

れるままに契約し、後日、遠方の寺族が確認しようとしても、契約時の状況を覚えて  

いないといった状況が数多くみられる。   

○ 介護ヘルパーや民生委員は高齢者と接する機会が多く、高齢者宅の様子の変化  

に気づき消♯生活センターに相放することなどにより、被書の未然防止・拡大防止が  

図られた事例がみられる（注）。   

○ 介護ヘルパーや民生委員等を対象に、r消費者間超出前講座」において、悪質手  
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法の手口（点検商法、次々販売等）や対処の方法（トラブルの予防策、解決方法）な   

どを啓発し、高齢者が消費者トラブルに陥らないように、日常的な活動の中での協力   

を呼びかける。  

0 8月より金座各地で300回程度開催。  

（注）相秩事例   

・ヘルパーが気づき無条件での解約となった相続事例  

半月後に成年後見が開始する女性（70歳代）宅に健康器具（11万円）と9日前の日付の額収書がある。  

本人は何も党えていない。散歩コースから販売業者を突き止め交渉。   

・民生委員が気づき無条件での解約となった相談事例  

2ケ月半前、駆知症の一人暮らしの女性（70歳代）が、浄水器（加万円）を取り付けられた。生活保護を受  

けており、支払えない。  

（出典：国民生活センター「知的障書看、柵神障害者、痴呆性高齢者  

の消費者故事と権利擁謙に関する調査研究」、2003年3月）  

（3）悪質商法に関する高齢者向け替え歌集の周知   

○ 財周法人消未着教育支援センターでは、悪羊商法による高齢者の消費者被書の  

増加を受けて、高齢者向け替え歌集「悪井商法に負けないためのうたのほん」を発行  

している（平成17年3月改訂版発行）。   

0 鉄道唱歌や童謡などの懐かしいメロディーにのせて、悪賞商法辛退の極意を学ぶ  

ことができる。高齢者の集会、福祉施毀、啓発講座等で楽しく歌いながら、悪質商法  

撃退への心構えや対策を学んでいただくことが期待される。 

○ 都道府欄・政令指定都市に対して、高齢者を対象とした消費者啓発を実施する際  

に参考としてもらうよう、当該替え歌集を直ちに周知する。  

●  
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